
野田市手数料条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

令和７年１２月１７日 

 

野田市長  鈴 木   有 



野田市条例第３９号 

 

   野田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

野田市手数料条例（昭和５１年野田市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

別表の６中３６の項を３７の項とし、２４の項から３５の項までを１ずつ繰

り下げ、同表の６の２３の項中「第１３７条の１２第６項又は第７項」を「第

１３７条の１２第１１項又は第１２項」に改め、同項を同表の６の２４の項と

し、同表の６中１２の項から２２の項までを１ずつ繰り下げ、１１の項の次に

次のように加える。 

１２ 建築基準法第４２条第１項第５号の規

定に基づく位置の指定を受けた道の廃止の

申請に対する審査 

２５，０００円 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


